
①～③該当のものをご提出ください。

□ ① 売買・贈与

□
🈟所有者の

印鑑登録証明書【原本】※

・🈟所有者の方全員分
　◆発行後３ヶ月以内のもの

□
旧所有者の

印鑑登録証明書【原本】※

・旧所有者の方全員分
　◆発行後３ヶ月以内のもの

□

売買契約書
　or

贈与契約書　等

（コピー可）

これがない場合は③へ

□ ② 競売

□
🈟所有者の

印鑑登録証明書【原本】※

・🈟所有者の方全員分
　◆発行後３ヶ月以内のもの

□
旧所有者の

印鑑登録証明書【原本】※

・旧所有者の方全員分
　◆発行後３ヶ月以内のもの

□ 代金納付期限通知書 等
未登記家屋を所有権移転した事実が

記載されているもの（裁判所からの通知等）
これがない場合は③へ

□ ③ 契約書がない場合

□
🈟所有者の

印鑑登録証明書【原本】※

・🈟所有者の方全員分
　◆発行後３ヶ月以内のもの

□
旧所有者の

印鑑登録証明書【原本】※

・旧所有者の方全員分
　◆発行後３ヶ月以内のもの

□ 申立書
🈟・旧所有者全員の

署名及び実印の押印が必要

◆送付いたしますのでお問合せください。

※原本還付をご希望の場合は、以下の３点を添付してください。
　　・印鑑登録証明書【原本】
　　・複写（コピー）して「原本に相違ない」旨を付記・署名したもの
　　・返信用封筒（直接窓口持参の場合は不要）切手貼付

[参考]未登記家屋 所有者変更届出書 【添付書類】

これがない場合は③へ
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